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港区立芝地区いきいきプラザ第三者評価結果報告書 
 
 
評価実施機関 
評価実施機関の名称 公益社団法人 長寿社会文化協会 認証評価機関番号 

機構03-104 所在地 〒105-0011  東京都港区芝公園２－６－８ 日本女子会館 １階 

電話番号＆ＦＡＸ TEL 03－5405－1501      FAX 03－5405－1502 
代表者名 京極 髙宣 
事務担当者名 渡邊、小山 

評価調査者氏名 役  割 担 当 分 野 
菊地 敏夫 リーダー 組織 
嶋田 直美 メンバー  サービス 

以下の通り第三者評価を実施しましたので報告いたします。 
 
 
 
港区立芝地区いきいきプラザ第三者評価対象事業所 
指定管理者の名称 港区立虎ノ門いきいきプラザ 

事業所の名称 百葉の会・東急コミュニティー共同事業体 

 

事業所の連絡先 

所在地 東京都港区虎ノ門１－２１－１０ 

電話 

ＦＡＸ 

０３－３５３９－２９４１ 

０３－３５３９－２９４０ 

E-mail  

① 契約日 令和元年9月3日 ② 事前説明実施日   令和元年10月4日 

③ 利用者調査実施期間 令和元年10月16日     ～    令和元年12月15日 

④ 全職員自己評価実施期間  令和元年10月16日     ～    令和元年11月10日 

⑤ 運営管理者自己評価実施日  令和元年10月 7日     ～    令和元年11月10日 

⑥ 事業所訪問調査日   令和2年1月22日 ⑦ 報告書提出日 令和2年3月31日 

 
 
■第三者評価の実施概要 
第三者評価の目的 公の施設としてサービスの水準をより向上させるため、指定管理者が行っている施設運営を、

利害抵触をしない第三者機関によって客観的な点検評価を実施する。指定管理者が自己評価､

利用者調査、評価機関による第三者評価を活用して利用者本位のサービス提供と業務システム

の有効性及び継続的改善（是正への取り組み）を行い、自らサービスの向上に努めていくこと

に資することを目的とする。 
第三者評価の基本

的考え方 
 

区民利用施設における第三者評価は、協定等で目標とする水準の達成状況の確認を基本とし、

施設の運営状況･事業･サービス等に関する評価を実施する。このことを踏まえ、港区立芝地区

いきいきプラザにおける評価項目に｢独自の取り組み｣を加えた、８つのカテゴリーを設定し、

その中に評価項目（評価の視点）を設け、評価項目に１項目～５項目の標準項目を設けて評価

を実施し、評価結果として5段階評価を行った。 
訪問調査 応対者：運営管理者 

実施方法：「事業評価分析シート【自己評価用】運営管理者合議用」に基づくインタビュー、施

設見学等による調査 
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■事業所概要 

 基本情報 

 

施設の理念・基本方針 

虎ノ門いきいきプラザが大切にしている考え(理念･基本方針等)は次の3項目です。 

１）部署だけでなく、施設全体を見れる人材・組織づくり 

２）施設のファン、職員各々のファンになっていただくためのサービスの質の向上 

３）地域の方にどんな時も来てもらえる施設づくり（ヘルスケアデザイン） 

 

 

開館時間と休館日 開館時間：午前9時から午後9時30分（日曜日のみ午後5時閉館） 

休 館 日：年末年始（12月29日から1月3日）、その他臨時休館する場合があります。 

 

利用申込方法 

区内在住・在勤者が各種教室及びトレーニングルーム、浴室、敬老室を利用の際には、港

区立いきいきプラザの個人利用登録証が必要です。登録証の発行には､住所等を確認でき

るもの（運転免許証、健康保険証など）が必要です。一つの｢いきいきプラザ｣で利用登録

を済ませると、他の「いきいきプラザ」でも利用できます。なお、中学生以下は利用者登

録の必要がありません。 

高齢者向け事業 

 

港区では、高齢者の方々が要介護状態に陥ることなく、いつまでも健康でいきいきと生活

していくために、様々な元気づくり事業（介護予防事業）を行っています。 

個人利用施設一覧 ロビー（喫茶）・多目的室・和室・トレーニングルーム 

敬老･娯楽教養室・浴室 

 

浴室開放時間 利用時間：月曜から土曜の午前10時30分から午後6時30分、最終受付：午後6時 

（月曜･水曜･金曜は男性、火曜･木曜･土曜は女性利用日） 
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■ 評価基準と評価報告の読み方 

報告書の読み方 

 

欄 報告書内容の解説 

評価 評価基準に従い標準項目の実施状況、職員自己評価結果、利用者アンケート結果、協定書又は仕様書、業務

基準書、事業計画書等及び訪問調査で確認した事項を参考に、下記の５段階評価を行っています。 

実施

状況 

評価項目に対する事業所の取り組みについて、標準項目ごとに実施状況を確認チェックし、実施していれば

｢◯ ｣、未実施であれば｢●｣を表示しています。 

実践

内容 

運営管理者自己評価･訪問調査等に基づいて確認した取り組みを記載しています。この記載内容が、主に評価

の根拠となります。 

講評 各評価項目に対して評価機関が把握した「良いと思う点」と「改善が望まれる点」を記載しています。 

 

 

評価基準 

以下の基準に基づく５段階評価をしました。 

評 価 評価基準：内容及びレベル(具体的な内容) 

Ｓ 内容：協定等により定められた水準を大きく上回り、極めて積極的に行われている 

レベル：協定等において求められていない取り組みについて、法人や施設において独自に目標設定を行 

い、成果を上げている取り組みが確認された場合、及び、その取り組みが他のいきいきプラザ 

に普及することが期待される場合 

Ａ 内容：協定等により定められた水準を上回り、積極的に行われている 

レベル：協定等において求められていない取り組みについて、法人や施設において独自に目標設定を行 

い、成果を上げている取り組みが確認された場合 

Ｂ 内容：協定等により定められた水準 

レベル：協定等に基づく取り組みや業務の一定水準の確保が認められ、運営状態が良好であると確認 

された場合 

Ｃ 内容：協定等により定められた水準を下回り、改善が必要 

レベル：協定等に基づく取り組みが不足している場合、又は、運営状態において業務の一部分の改善が

必要であると確認された場合 

Ｄ 内容：協定等により定められた事項が実施されていない 

レベル：協定等に基づく取り組みが不足している場合、及び、運営状態において利用者の利益を損ねる 

事実が確認された場合 

注１ ｢Ｂ｣｢Ｃ｣｢Ｄ｣の評価は、協定等の内容に対する実態調査として事実確認に基づく評価を行いました。 

注２ ｢Ｓ｣｢Ａ｣の評価を付ける場合は、サービスの質の向上を目的とした創意工夫等が確認・評価できたことを 

示しています。 

注３ 総合的観点から、評価が｢Ｂ｣以上であれば、運営において問題点･課題がないことを意味します。 
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■ 第三者評価結果 

カテゴリー１ 組織マネジメント 

 

実 施

状況 

評価項目１－１  

明確化された理念･基本方針等に基づき事業計画が適切に策定され､職員･利用者等に周知され

ている 

評 価 

Ａ  

標 準 項 目 

〇 施設の理念･基本方針や理念に基づいた施設像を明確化し､職員に周知している 

〇 
明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取

り組み結果)について職員に周知している 

〇 
明確化された理念･基本方針・施設像に基づき適切に策定された事業計画書(取り組み内容)及び事業報告(取

り組み結果)について利用者に周知している 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※平成 31 年（令和元年）度事業計画書（芝地区港区立いき

きプラザ）で基本理念、運営方針、運営目標（全体目標と各

館目標）の明示がされている。 

※サービス提供に関する館長の考え方は、「①相談しやすい

環境を作るため、利用者様との信頼関係を構築すること・②

利用者のニーズにできるもの、できないものを精査しつつ、

教室までできなくともイベントとして企画すること・③地域

のイベントにできるだけ積極的参加すること」であり、この

考え方を職員に周知していきいきプラザ事業に取り組んで

いる。 

※ネームホルダー内に「基本方針･職員行動指針」と「こや

まケア行動指針」記載カードを常時携帯し、朝礼・夕礼･終

礼時に唱和している。 

※虎ノ門いきいきプラザは、虎ノ門高齢者在宅サービスセン

ター、芝地区ふれあい相談室の入った複合施設であることか

ら、情報共有を密に図りながら、地域包括ケアの一端を担え

るように取り組んでいる。 

※年３回地域懇談会を開催し、町会・老人クラブ・利用者等

に対し、事業計画･利用状況･事業報告の説明を行っている。 

※基本方針と理念を掲げたクレドを職員に配布すると共に、

事業計画等をまとめたファイルも配布している。 

※施設内に施設目標、部署目標（総合、トレーニング、喫茶）

とアクションプラン等が掲示されている。 

※設備が充実している複合施設であることから、幅広い範囲

の多世代間の交流事業を展開していくことで強みを活かし、

拡大していきたいと管理者は考えている。 

※毎年３月に芝地区いきいきプラザ３館の全職員が参加す

る職員全体会議を開催し、本年度の振り返りと翌年度の事業

計画、目標（全体・施設・部署）とアクションプランの発表

を行っている。 

※法人の経営戦略である「法人全体が一丸となって自施設

だけでなく仲間の事業所とともに歩める組織『ＡＬＬ Ｍ

ＯＭＯＨＡ』」を念頭に置き、ビジョン(老いていくこと

が怖くならない未来)の実現に取り組んでいる。この戦略

のもとに芝地区いきいきプラザ３館が、自プラザだけでな

く他のプラザのことも気に掛けて、３館それぞれが戦術を

立てて「お客様が幸せになれるいきいきプラザづくり」の

実現に取り組んでいる。一人ひとりが輝き、健やかで心豊

かに暮らすことができる地域作りを目指し、４つの運営方

針を挙げて、統括館長のリーダーシップのもとに、いきい

きプラザ事業に邁進している。 

※一人暮らし高齢者や男性を対象とした事業展開では、高

齢者相談センター、ふれあい相談員、介護予防リーダー、

サポーターや地域と連携を図り､一人暮らし高齢者の利用

に繋がる事業を展開している。 

※平成 31 年（令和元年）度の３館の共通目標「連携の図

れた組織づくり、お客様に選ばれる組織づくり、地域に根

ざした施設づくり」を設定すると共に、各館が地域および

施設の特性に応じた目標を設定して館運営に取り組み、３

館と連携を図りながら各館の独自性ある事業を展開して

いる。 

※前回指摘した改善事項「団塊世代向け教室・企画等の実

施が望まれる」､「建物全体での防災訓練を実施するなど

意識強化が望まれる」は改善されていることが確認でき

た。 
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実 施

状況 

評価項目１－２  

管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている 

評 価 

Ａ 

  
標 準 項 目 

〇 管理者は、自らの役割と責任を明示し職員に伝えている 

〇 管理者は、自らの役割と責任に基づいて行動している 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※芝地区いきいきプラザ３館の組織図（顔写真入り）を作成

し、毎月改定すると共に、３館の運営を担う代表法人（百葉

の会）の体制の他、区との関係（指示・報告・連絡体制）や

維持管理を担当する東急コミュニティーとの関係が明示さ

れている。 

※神明いきいきプラザに３館を統括する統括館長が配置さ

れ、３館を統括するとともに、夜間、休日、不在時の際は館

長あるいは常勤職員がその業務と責務を代行することが明

記されている。 

※職務権限はリーダー決裁→主任決裁→館長決裁→統括館

長決裁と明示されており（職務権限の簡易版を作成）、経費

申請等の書類に関しても押印欄が上記の決裁順に作成され

ている。 

※管理者は、「管理者用業務マニュアル」「目標管理制度」等

を活用し、目標達成状況の把握、職員への伝達、職員の育成・

評価等を行っている。 

※管理者が掲げる方針・目標に沿って運営を行い、状況・報

告は朝礼・夕礼、会議等で職員に伝えると共に、月次推移表、

目標進捗確認シート等を使用して目標を数値的に捉え、達成

状況を確認できるようにしている。 

※３部署（総合運営部署、トレーニング運営部署、喫茶運営

部署）が情報の共有や問題を協議して解決策を検討し、実施

すると共に、事業計画をもとに施設運営や事業展開を進め、

利用者の意見や課題の発見により、事業計画の見直しを図

り、その後の施設運営や事業展開に役立つように柔軟な対応

で変更･修正･改善に取り組んでいる。 

※法人としての経営戦略に基づいて３館の経営戦術を立て

て実践的な業務が行えるように仕組みを構築し、また組織

図･管理者向けマニュアル等が整備され、管理者はそれに基

づいて誠実に職務遂行している。事業計画策定にあたっては

理念･基本方針が実現できるように、現状把握と問題･課題抽

出を行い、ＰＤＣＡサイクルがスパイラルに回るように取り

組んでいる。 

※いきいきプラザの事業を維持･向上させていくために、「①

お客様の声に常に耳を傾ける（コミュニケーション、アンケ

ートの実施等）こと、②施設・事業・サービスの周知を細か

く、丁寧に行うこと、③ニーズを把握し、それに即した事業

を実施すること」を挙げて、館長はこれらに取り組んでいる。 
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実 施

状況 

評価項目１－３  

遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みが行われている 

評 価 

Ｂ  
標 準 項 目 

〇 施設の職員として、守るべき法･規範･倫理(個人の尊厳)･条例等を明示している 

〇 全職員に対して、守るべき法･規範･倫理(個人の尊厳)･条例等の理解が深まるように取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※個人情報保護や情報セキュリティ等の守るべき法・規範・

倫理・条例等は「指定管理者制度運用ガイドブック」や「就

業規則（服務規律・服務の心得）」で明記され、事業所内で

閲覧できるようになっている。 

※指定管理者の法人の新人研修やグループ内研修の場で個

人情報保護法等の守るべき法・規範・倫理の教育を行ってい

る。 

※社内情報ネットワークシステムのパブリックフォルダの

保管書類に法令･マニュアル・社内申請書等がデータベース

化されており、職員が必要の都度、コンプライアンスルー

ル・諸規程・マニュアル等を閲覧できる環境を整えて、理解

を深める仕組みにしている。 

※職員が守るべき法・規範は指定管理者法人の個人情報保護

規程・就業規則・倫理綱領・就業のための契約書・介護保険

法等であり、必要に応じて月例ミーティングや朝礼・夕礼等

で周知徹底を図っている。 

※福祉サービスに従事する職員として守るべき法･条例･規

則･倫理等を明示し、職員会議や朝礼･夕礼等で周知徹底し、

館ごとに標準的な水準の法令遵守状況を維持し、業務の一定

水準が確保されている。 
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カテゴリー２ 安全管理･危機管理 

 

実 施

状況 

評価項目２－１  

緊急時･災害時における利用者の安全確保のための体制整備･取り組みが行われている 

評 価 

Ａ  
標 準 項 目 

〇 
緊急時･災害時における利用者の安全を確保するため、対応手順やマニュアルを作成し、協定書等のとおりの

体制整備･取り組みが行われている 

〇 利用者の安全の確保･向上を図るため、関係機関との連携や施設内の役割分担を明示している 

〇 事故発生時の連絡体制を整備すると共に、事故の発生原因･要因を分析し、再発防止に取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※緊急時･災害時における利用者の安全を確保するため、職

員が迅速な対応を取れるよう火災･地震･水害等の各種緊急

対応マニュアルを整備している。また、区民避難所に指定さ

れている。 

※消防計画に従った訓練の実施に合わせて、自主的な避難訓

練、消防訓練等を定期的に実施し、有事の際に落ち着いて利

用者を避難させ、適切な判断をとり、安全な対応が取れるよ

うに取り組んでいる。 

※必要に応じて、リスクマネジメント委員会（運営会議の中

で実施）を開催し、当事者を含むカンファレンスを行い、事

故原因の究明と再発防止策の検討を行っている。 

※日常の管理の中で気付いたヒヤリハットについては、管理

者の判断で即応している。またヒヤリハットの収集を含め、

集計結果の分析による予防対策･是正対策の検討も行ってい

る。その結果を踏まえ、予防処置報告書･是正処置報告書を

作成している。 

※高齢者在宅サービスセンター、マンション管理組合と連携

して防災計画を作成･実施している。 

※港区有施設の安全管理に関する要綱・港区有施設安全管理

業務実施要領等に基づく日常安全点検等を実施している。 

※緊急な事故等があった場合の緊急対応マニュアルが整備

されている。事故発生時の緊急連絡フロー表を始め、事故発

生時、火災発生時、地震発生時、不審者発見時、１１９番通

報（救急・火災）要領等、場面別に細かく記載されている。 

※緊急時･災害時における利用者の安全確保のための体制整

備が行われており、責任者が不在であっても判断･対処がで

きるように対応手順･マニュアル･連絡網等が明確で協定書

のとおりに取り組まれている。 

※虎ノ門いきいきプラザ館内に掲示されている避難誘導経

路図は、館の建物構造に合わせて、現在地から最短の避難経

路となるように明記されている。 
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実 施

状況 

評価項目２－２  

施設･設備の安全点検･保守管理等が適切に行われている 

評 価 

Ｂ  
標 準 項 目 

〇 協定書等に示された日常保守管理及び定期点検が適切に行われている 

〇 利用者の安全性に配慮した施設内環境の整備に取り組んでいる 

〇 利用者が直接使用する器具・備品等で安全性に関わる損傷等がないか確認を行っている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※施設･設備等の維持管理･安全点検･保守管理等は、神明い

きいきプラザに維持管理責任者を置き、他の２館を巡回しつ

つ、行っている。 

※施設管理の日常安全管理では、始業･終業点検シート、ト

レーニング機器管理シート等を使用して安全点検を行う仕

組みで、業務の一定水準の確保が認められ、運営状態が良好

である。 

※施設の安全管理については、「港区有施設の安全管理に関

する要綱」、「港区有施設安全管理業務実施要綱」、「区有施設

日常点検表」「自主検査チェック表（日常）」「同チェック表(定

期)」」「消防設備等自主点検実施表」を用いている。また、

設備・整理整頓・清掃状況等、自動除細動点検表（本体のイ

ンジケータ・ひび割れ・バッテリーパッド確認を含む）等を用

いて、日常的・定期的に点検している。 

※施設点検マニュアル、施設点検表を用いて点検を行うと共

に、保守管理点検、エレベーター点検等を行い、毎月、区へ

報告している。また、不具合、破損等があれば、法人、区へ

報告・連絡する体制を整えている。 

※利用者の使用する器具・備品、各部屋等の整理整頓等につ

いて、それぞれのチェックリストによって点検している。 

※施設の維持管理業務は｢芝地区港区立いきいきプラザ管理

運営に関する基本協定書｣に基づくと共に、維持管理年間計

画書及び業務基準書によって業務を遂行している。 

※建物や設備に関する安全管理のみならず、利用者の安全性

に配慮して、救急用設備･機材･備品等が整備されており、設

備保守管理点検･エレベーター等の法定点検や機材･備品等

を定期的にチェックし、有事の際にすぐに使用できる体制を

取っている。協定書･仕様書等に定められた水準を継続して

維持している。 
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カテゴリー３ 情報の保護･共有 

 

実 施

状況 

評価項目３－１  

個人情報保護･情報公開が適切に行われている 

評 価 

Ｂ  
標 準 項 目 

〇 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定している 

〇 施設で扱っている個人情報の利用目的を明示している 

〇 個人情報の保護に関する規程を明示している 

〇 情報開示請求に対する対応方法を明示している 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※港区個人情報保護条例、港区情報安全対策指針、基本協定

書に定められた事項を遵守し、プラザ利用のみ、利用者個々

の個人情報を用いるという、個人情報の収集と利用目的を全

職員に周知している。 

※利用者の個人情報を守ることは、職員としての責務である

ことを理解させ、繰り返し研修を行うことで個人情報の保護

に取り組んでいる。 

※情報の機密性を踏まえ、アクセス権限を設定し、個人情報

は「個人情報保護管理規程」に則って適正に保護されている。 

※パソコン内の情報は、パスワードを設定してアクセス制限

を施している。アカウント、パスワード、アクセス制限の管

理は、管理者が行っている。 

※情報安全対策実施手順に従い管理すると共に、文書におい

ては施錠のできる棚に保管している。 

※入職・退職時に個人情報取り扱いに関する誓約書を提出す

ると共に、個人情報保護管理規程を事務所内で閲覧できるよ

うにしている。また個人情報の開示に関しては区へ報告し、

了承を得て行っている。 

※個人情報の保護は、法人の「個人情報保護管理規程」や「情

報安全対策実施手順」に則って実施している。 

※個人情報の利用目的は、「個人情報保護管理規程」の第 10

条に明示している。また、情報開示請求については、「個人

情報保護管理規程」の第16条、18条に明示している。 

※港区情報安全対策指針・法人の情報安全対策実施手順等に

基づいて、情報システム（グループウェア）・個人登録管理

システム・港区介護予防個別支援システム・港区施設予約シ

ステム等は情報漏洩等が起きないようにアカウント・パスワ

ード・アクセス制限等を施して管理している。個人情報の保

護に関する業務の一定水準が確保され、システム運用状況も

良好である。 
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実 施

状況 

評価項目３－２  

職員間での情報の共有を行っている 

評 価 

Ａ  
標 準 項 目 

〇 
情報の目的･用途に沿って、共有されるべき業務に関する情報や知識が漏れなく関係者間でコミュニケーショ

ン等を通して共有されている 

〇 
情報共有の手順･方法が標準化･マニュアル化され、関係者間で周知され、仕組みとして確実に運用管理され

ている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※事業計画書･予実管理表･議事録･利用者懇談会報告書･月

次報告書等、職員が共有すべき情報は施設内ネットワークパ

ソコンの共有フォルダ内で保管･管理して、常時閲覧できる

仕組みにしている。 

※予実管理表等では客観的な指標として、できる限り数値指

標で表し、確認を行っている。 

※情報の共有は、情報システム（グループウェア）、業務日

誌、申し送りノート、メール等によって行っている。また、

情報の重要度により共有媒体の使い分けを行っている。 

※会議体での報告については、議事録を作成し、閲覧できる

ようにすると共に、閲覧の有無を確認するため、閲覧終了後

は押印するようにしている。また、押印状況は確認して、漏

れがないようにしている 

※各部署・各施設で行っていることを各々で共有するだけで

なく、芝地区いきいきプラザ３館での共有を図ることで、ス

ムーズな対応、一貫性がとれるようにしている。 

※職員はなるべく常勤とし、サービス品質の向上を目指して

いる。非常勤であっても、会議等には積極的に参加してもら

っている。 

※港区文書管理規程等を準用し、職員が「知っておくべき情

報（業務に関する情報）」と、職員以外の人に「知られては

ならない情報(機密文書など)」を的確に区別するとともに、

文書決裁・諸規程・契約書・通達・業務連絡文書から保管・

廃棄までの文書管理業務を行い、情報システム（グループウ

ェア）の共有フォルダ内で職員間の情報共有を行っている。

情報の目的･用途に沿った情報共有・運用管理ができるよう

工夫を取り入れた独自性のある仕組みを構築している。 
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カテゴリー４ 地域との交流･連携 

 

実 施

状況 

評価項目４－１  

地域との関係が適切に確保されている 

評 価 

Ｓ  

標 準 項 目 

〇 地域との情報交換･情報共有に努め、相互理解を促進している 

〇 施設の機能や専門性を活かし、地域と協力･協働する関係を築いている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※利用者の平均年齢は 70 歳である。また、近隣の方々だけ

でなく、電車やバスを利用して通う方がいるため、利用者の

地域ニーズを掘り起こし、企画を充実させることや男性が参

加し易い事業を増やしていきたいと管理者は考えている。 

※芝地区を中心として、各地区から利用者が来て、いきいき

教室や介護予防事業等を利用している。 

※在勤者が仕事終わりに通われている。トレーニング機器の

重量が重いため、比較的年齢層の若いアクティブシニアで動

ける利用者がトレーニングルームを使用している。 

※高齢者健康トレーニングでは、60歳から90歳までが利用

しているが、自立した要介護者も利用している。 

※年３回利用者懇談会を実施して施設利用者、町会自治会関

係者、民生委員、老人クラブ等と意見交換して、関係を築い

ている。 

※地域からの配布物は施設内に掲示され、パンフレット等は

スタンド棚等に設置されている。 

※月２回区内の公共施設や関係機関に施設だよりを発送し

ている。 

※管理者は高齢者による地域ボランティアを育成していき

たいと考え、地域のボランティアグループ、高齢者のサーク

ル等にＰＲ活動や企画作りの支援を行っている。 

※介護予防・日常生活支援総合事業（地域の中で高齢者一人

ひとりがいつまでも健康で生きがいをもって暮らせるよう

に、地域全体で支える仕組み）の観点から、教室事業の自主

グループ立ち上げを支援している。 

※高齢者のサークル、介護予防リーダー、チャレンジコミュ

ニティカレッジの卒業生、高齢者相談センター、ふれあい相

談室等と連携を図っている。 

※社会福祉協議会や民生委員との協力により、職員が施設外

の地域に出向く出前講座を実施している。 

※新規事業（出張指導（とらサロン））として、ストレッチ、

栄養士による講話を実施している。 

※地域の人々とふれあうコミュニティの場、人々が共に楽し

みながら学びあう仲間づくりの場、介護予防健康づくりの場

等、いきいきプラザ事業の意図を踏まえた総合運営、トレー

ニング運営、喫茶運営、その他関連する交流事業運営で地域

ニーズを反映させた独自性のある協働関係（芝地区いきいき

プラザ３館の協働事業を含む）を築いている。また、地域と

協働･協力関係を築くことに力を入れて取り組み、その結果、

法人や館が独自に設定した地域交流目標や地域交流事業を

達成している。 

※企画を充実させようと地域情報を集め、区内にある様々な

資源を活用し、協力関係を築こうと努めている。 

※介護予防・日常生活支援総合事業（地域の中で高齢者一人

ひとりがいつまでも健康で生きがいをもって暮らせるよう

に、地域全体で支える仕組み）の観点からも、教室事業の自

主グループの立ち上げを支援して取り組んでいる。しかし、

自主化に至らないケースもあり、自主化成功は難しいが、自

主化に向けてのサポート活動はこれからも継続して欲しい

取り組みである。 
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実 施

状況 

評価項目４－２  

関係機関との連携が確保されている 

評 価 

 Ａ 

標 準 項 目 

〇 地域の関係機関のネットワークに参画し、情報交換や共通課題について協働して取り組む体制を整えている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※芝地区のまつり（ふれ愛まつりだ、芝地区）、介護予防イ

ベント等には積極的に職員が参加している。 

※港区の高齢者支援課介護予防係が開催する認知症予防の

取り組み「みんなとオレンジカフェ」に協力し、虎ノ門いき

いきプラザでは、「虎deオレンジカフェ」として実施してい

る。 

※「認知症を知ろう」というテーマで新規事業（認知症虎ス

クール）を行った。月１回開催、認知症の講話・認知症予防

の運動を行い、合計 152名の参加者があった。講師は施設内

部だけでなく、外部からも医師・看護師・理学療法士・社会

福祉士・精神保健福祉士・栄養士等の多職種が参加し、多方

面から係わる講座を実施している。 

※地域の共通課題である一人暮らしの高齢者の買い物支援

として、区と協働して、施設１階フロアの仮店舗の設営に協

力している。 

※地域の共通課題である一人暮らしの高齢者の食事支援と

して、昼食だけでなく、数に限りがあるため抽選にて、夕食

を提供する事業（晩ごはんカフェ）を実施している。アンケ

ートでは、「勉強になりました」「家でやってみようと思いま

した」等のコメントがあった。 

※消防署・警察署とは、地域交流イベントや防災事業の際に、

協働して取り組んでいる。 

※企業と連携した事業展開を増やそうと努めている。 

※様々な地域交流事業や交流事業を実施する中で、国際交流

する機会の提供として、大使館との連携を図っている。 

※港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協

定」を締結している各自治体のご当地食材を使用した限定ラ

ンチを提供するイベント（協定自治体グルメコラボ）では、

芝地区いきいきプラザ３館の喫茶部署と協力して、食事・デ

ザートの独自メニューを考案・提供し、大変好評であった。 

※地域交流の事業（区民まつり）では、２つのコーラスグル

ープが合同で参加予定だったが、台風のため中止になった。 

※施設内部の３部署（総合・トレーニング・喫茶）が協力し

て新規事業（クリスマスパーティー第１部 ミュージックタ

イム）（クリスマスパーティー第２部 ハイ・ティータイム）

を実施した。イベントは、会場を分けて２部構成にしてあり、

第１部は歌・ダンス、第２部はケーキ・軽食等の食事を行う

交流イベントを実施した。利用者からのアンケートでは好評

であった。 

※区の会議、高齢者福祉センター・ふれあい相談室との連絡

会議等に定期的に参加し、芝地区の共通課題についての意見

交換等を行い、相互理解を促進している。関係機関で協力･

協働するネットワークを築き、その中で得られた地域ニーズ

等に基づいた独自性のある協働事業やイベントを企画・実施

して、一定水準のパフォーマンスや成果を確保している。 
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実 施

状況 

評価項目４－３  

地域の情報を収集し、地域の福祉向上のための取り組みを行っている 

評 価 

 Ｓ 

標 準 項 目 

〇 地域の福祉ニーズについて情報を収集し、地域の福祉向上のための取り組みを行っている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※施設利用者・町会自治会関係者・民生委員・老人クラブ･

職員等で構成する地域懇談会を開催して、参加者に利用状

況・行事･教室予定等を報告し、その後の情報交換や質疑応

答で意見･要望等を把握し、その内容について区と協議して

実現に繋げている。 

※民生委員やふれあい相談室、警察署･消防署等の公共機関

と連携を図るとともに、地域ニーズを掘り起こしながら事業

企画に活かせるように取り組んでいる。 

※トレーニング部署では健康運動指導士･介護予防運動指導

員･理学療法士･看護師等を配置し、トレーニングを行う中で

専門的な視点で指導を行い、介護予防に取り組んでいる。 

※港区の認知症についての相談・交流事業「みんなとオレン

ジカフェ」に協力して、認知症の講話と予防の運動を行う事

業（認知症虎サロン）の中で、高齢者福祉センターと共にオ

レンジカフェを数回行っている。 

※マンドリンという珍しい楽器の生演奏を行う新規事業（か

んぽマンドリン・アンサンブルカフェコンサート）を喫茶（マ

ーブルカフェ）で開催し、生演奏を鑑賞する機会の提供を行

い、好評であった。 

※新規事業として、慶応義塾大学落語研究会による落語講座

（とらのもん寄席）を初めて実施した。利用者アンケートで

は、「楽しかった」「落語の講座を開催するのは珍しいですね」

等のコメントがあった。 

※季節遊びを一緒に行う世代間交流事業（新春かるた遊び）

を実施している。 

※地域の情報を収集して芝地区いきいきプラザ３館が相互

に連携を取りながら、自由参加のサロン事業、高齢者や男性

向けの事業、自主グループの発足支援、世代間交流事業等、

各種活動の場･予防介護健康づくりの場･区民交流の場･地域

活動の場等をバランス良く提供し、基本方針「地域の方にど

んな時も来てもらえる施設づくり（ヘルスケアデザイン）」

の実現に取り組んで、いきいきプラザ事業として意図したと

おりの結果が得られ、仕組みが有効に機能している。 
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カテゴリー５ サービスの実施･向上  

 

実 施

状況 

評価項目５－１ 計画 

協定書、事業計画で定めた通り事業実施がされている 

評 価 

 Ａ 

標 準 項 目 

〇 協定書や事業計画の実現に向けて計画的に取り組んでいる 

〇 事業計画等の進捗状況に関する記録を保管し、担当職員が代わっても事業が継続できるようにしている 

〇 計画推進に当たり、進捗状況を確認し、必要に応じて見直しをしている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※前年度の企画書・事業実施報告書(目的、内容、タイムス

ケジュール、利用者のアンケート・満足度、振り返り等が記

載されている)を作成している。振り返りの中では注意点が

記載され、次回開催時における企画の見直し・工夫点が分か

りやすく記載されている。 

※各事業マニュアルは、担当者が代わっても運営できるよう

に、教室内の机や椅子の配置や必要備品、スケジュールや注

意点等が記載されている。 

※各部署の専門技術･知識を活かした企画に取り組んでい

る。例えば、トレーニング運営と喫茶運営によるコラボレー

ション企画等もあり、企画が多様化するように努めている。

また、職員有志の中から事業の見直しを話し合う会議を行

い、新規事業を増やそうと努めている。 

※事業所内に各部門の目標を掲示し、職員一人一人が意識出

来るようにしている。 

※アウトリーチとして出前講座を行い、いきいきプラザのＰ

Ｒも行っている。 

※職員が確認したい情報は、施設内ネットワークパソコン内

の共有フォルダにあり、常時閲覧できる仕組みになってい

る。また、事業報告等はまとまっているフォルダを作成し、

自由に閲覧、確認が出来るようになっている。 

※前年度の事業計画に基づき、課題等を確認した上で、計画

を立て、実施している。 

※事業計画・報告については、毎月の会議で各部署から発表

する機会を設け、事業計画書の進捗状況を運営会議、全体会

議等で確認・修正等を行っている。 

※客観的な評価をするために、数字による評価、アンケート

や第三者評価の結果、区からの意見を元に評価を行ってい

る。 

※芝地区いきいきプラザ３館で同じ事業を実施する際も、三

田･神明いきいきプラザの状況を確認しながら事業を実施し

ている。 

※新規事業の色彩で脳トレ～色彩ゲームで脳活性化～では、

カラースペシャリストの講師を招き、認知症予防を目的とし

て、色遊びや脳トレゲームを行う講座であり、申し込み開始

から興味を持った方からの問い合わせが多かった事業であ

る。このような関心を持ってもらえる新たな事業企画を見つ

け、実施している。 

※年度の事業計画策定フローとしては、運営会議で前年度事

業計画の振り返りを行い、それを基に統括館長･館長が新年

度事業計画を作成して区に提出する。そして、区から承認さ

れた事業計画を部署会議で全職員に周知している。部署会議

で進捗状況等を確認し、全職員に進捗状況を報告した後、運

営会議で振り返りをするＰＤＣＡサイクルの仕組みを確立

し、仕組みが有効に機能するように取り組んでいる。 
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実 施

状況 

評価項目５－２ 苦情対応 

意見･苦情の受付･対応が適切になされている 

評 価 

 Ｂ 

標 準 項 目 

〇 苦情解決制度を利用できることや施設以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利用者に伝えている 

〇 利用者一人ひとりの意見･要望･苦情に対する解決に取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※苦情対応マニュアルを作成し、基本方針･再発防止･苦情対

応委員会の設置･苦情対応マニュアルフロー等を定め、利用

者の意見･要望･苦情に対する解決に取り組んでいる。 

※苦情の処理手順は、苦情を受け付けたら、速やかに上長に

報告し、報告を受けた上長も速やかに利用者に対して初期対

応を行い、早期に問題解決ができるようになっている。 

※苦情が発生した場合は、マニュアルに沿った対応を行い、

解決が困難な場合には、早急に苦情対応委員会を開催し、迅

速に取り組んでいる。 

※業務日誌の中に、直接利用者から日々対面して聞いた「お

客様からの声」という意見・要望等を記載する欄があり、利

用者目線からの小さな改善点や「楽しかった」「おいしかっ

た」等のコメントを記録している。また、すぐ対応できるこ

とについては、どう対応したかが日誌に記載されている。す

ぐ対応できないことは、朝礼･夕礼の申し送りや会議で話し

合い、職員間で情報共有し対応している。 

※「ご意見箱」を常時設置し、利用者が要望･意見等を投書

できる仕組みになっている。投函があった場合は区に報告

し、区の確認を経た回答を掲示している。収集した要望･意

見等はカンファレンスで内容を検討し、サービスに反映する

ようにしている。 

※１階に区民の声センターのハガキと広聴電話窓口の案内

を設置している。 

※意見箱対応記録は投函日・意見内容・回答日・回答方法・

回答内容・その他（回答後の反応等）等を記載、過去に掲示

したそれぞれの意見に対して検討を行った結果を、ファイリ

ングしている。 

※苦情の発生から解決までの経緯を報告書に記録し、原因と

対処方法を充分に検討･検証を行い、検証結果は月次ミーテ

ィングや報告書の回覧等により職員間で情報共有を図り、再

発防止に取り組んでいる。また、苦情の大小に関わらず、５

Ｗ１Ｈ(いつ、どこで、誰が、どの様に、どうしたのか)と時

系列を明確にし、上司に正確に報告すると共に、報告書を作

成している。業務の一定水準が確保され、システム運用状況

も良好である。 
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実 施

状況 

評価項目５－３ 利用者アンケート 

利用者懇談会･利用者アンケート等により利用者意向を収集･把握･分析し、サービス向上への活

用に取り組んでいる 

評 価 

 Ａ  

標 準 項 目 

〇 利用者アンケートなど、施設側からの働きかけにより利用者の意向を把握することに取り組んでいる 

〇 施設において利用者主体（本位）を実現する仕組みや取り組みがある 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※こやまケアお客様満足度アンケートを実施し、結果を集

計・分析し、会議等に挙げて、計画の見直しを図っている。

「改善点･気になる点」の内容に対しては改善策を館内に掲

示している。 

※施設間で行う顧客満足度の取り組み手順は、「①施設が提

供するサービスについて、職員各自が自身のサービス提供の

セルフチェックを行う、②セルフチェックの結果を基に、サ

ービス推進委員が職員に対してヒアリングを行う、③サービ

ス推進委員は、施設間評価表を基に､利用者への聞き取りを

実施して、施設への率直な要望･意向･改善点等を聞き取る、

④聞き取り調査後、サービス推進委員は施設の評価を報告書

にまとめて、施設にフィードバックする」という仕組みを確

立し、評価調査を行って改善に取り組んでいる。 

※年３回利用者懇談会を開催し、出席者から意見・ニーズを

把握、情報収集を行っている。 

※事業終了時には、参加者アンケートを実施して、意見･要

望、満足度等を把握して、事業の手順等を含めた振り返りを

行っている。その結果を報告書にまとめ、次回に繋げる参考

資料にする仕組みを整えている。 

※ネイリストによる体験事業（美を磨くネイルケア）では、

お客様の声として、アンケートの満足度や「ぴかぴかになり

ました」等利用者の生の意見・感想を事業報告に記載し、振

り返りの中で内容や準備手順等を検討している。 

※普段の業務の中で得た意見･要望･苦情等は、業務日誌の

「お客様の声」の欄に記録して職員間で情報共有し、新企画

の開発等につなげている。「いつもありがとう」「○○のメニ

ューおいしかった」等の何気ない日常会話から拾った声も記

載され、利用者の意向把握に努めている。 

※施設運営･管理については、アンケートを実施し、集計･

分析･検討している。また各種教室事業･自主事業に関して

も、年度末に教室アンケートを実施している。開催時間･時

間帯･内容･講師等について、参加者の要望や満足度を調査

し、質の高い教室事業の継続および事業展開に反映させると

共に、「改善点･気になる点」の内容に対しては改善策を検

討・実施している。利用者アンケートにより利用者の意向を

把握し、サービス向上へ反映させる仕組みが有効に機能する

ように取り組んでいる。 
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実 施

状況 

評価項目５－４ 接遇 

利用者に対して公正･公平･丁寧に対応している 

評 価 

 Ｂ  

標 準 項 目 

〇 利用者に対して公正･公平･丁寧に対応するために、接遇方針を明示している 

〇 接遇方針に基づく利用者応対が行えるよう、教育･訓練や職員間での相互チェック等に取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※「職員行動指針」、「こやまケア行動指針」を策定し、法人

のクレドに記載して、職員に方針を明示している。 

※年間計画の中で、接遇月間を設定し、サービスレベル向上

を図っている。 

※接遇に関しては、「あったかマナーみなと」を港区との共

通のマニュアルとして理解し、職員にマニュアルを配付して

いる。 

※新人研修時だけでなく、接遇研修の中で、｢コミュニケー

ション能力とマナー｣「傾聴能力とニーズの捉え方｣等のテー

マで公平･公正な対応と心のこもったホスピタリティを実践

するために、定期的に全職員を対象に研修を行い、実習を持

って、接遇レベルの向上を図っている。 

※こやまケア実践評価表を使って職員間で接遇に関しての

相互チェックを年１回行っている。 

※人権意識向上に関する講演等に参加している。 

※顧客満足度アンケートの結果について、会議にて改善策を

協議し、改善している。 

※利用者に対して公正･公平･丁寧に対応するために、「職員

行動指針」「こやまケア行動指針」を策定し、職員に方針を

明示し、「あったかマナーみなと」を港区との共通のマニュ

アルとして理解させると共に、定期的に研修を行って行動指

針に基づく利用者対応を行っている。こやまケア実践評価表

を使って職員間で相互チェックを年１回行い、一定レベルの

接遇が確保できている。 
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実 施

状況 

評価項目５－５ 広報･ＰＲ活動 

効果的に広報･ＰＲ活動を実施している 

評 価 

 Ａ  
標 準 項 目 

〇 地域住民や利用者等が入手できる媒体で、施設の情報を提供している 

〇 地域住民や利用者等の特性を考慮して、提供する情報の表記や内容を分かりやすいものにしている 

〇 施設の情報を行政や関係機関等に提供している 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※月毎に「施設だより」を作成している。「虎ノ門だより」

は、３館におけるいきがいづくり･ふれあいコミュニティづ

くりに関する情報、「虎ノ門トレーニングだより」では、健

康づくりに関する情報がある。また、Ａ４版の増刊号がある。 

※施設だよりはカラー印刷で、文字の大きさについては高齢

者が見やすいように作成すると共に、利用者の意見を取り入

れつつ、定期的に見直し（カラーバリアフリーに基づいたカ

ラー設定等）を行っている。 

※区内の公共施設に月２回施設だよりを送付している。ま

た、港区広報への掲載や港区掲示板での掲示を行っている。 

※法人のHP、いきいきプラザの HPを開設している。 

※事前に区へ館だよりを提出している。 

※定期的に区や関係機関と連絡会等を行っている。 

※芝地区地域情報誌に、芝地区いきいきプラザ３館の一部講

座についての紹介記事が記載されている。 

※イベント等のチラシは、Ａ４版のものとミニチラシがあ

り、自由に手に取ることができる場所に置いてある。 

※掲示板のポスターは、館内で目に留まり、見やすいように

色や文字の大きさを考慮して作成している。 

※掲示板のポスターやチラシは、利用者に関心を持ってもら

えるように写真や絵を入れ、色や大きさを変化させて作成し

ている。 

※特に紹介したい事業には、通常の事業と区別するために、

事業の名称を工夫している。例えば、年末・年始の特別な新

規の運動事業（～元気に新年を迎えよう～2018 年トレーニ

ング納め）（～2019年良いスタートを トレーニング始め～

「新年 スッキリからだほぐし」）、休日限定の企画（GW企

画 虎ノ門 ミニ運動会）等の特別な企画であることを分か

るように工夫している。 

※事業担当者は、ポスターの記事の作成・写真の撮り方等に

ついての広報研修を受けて、担当者の個性や工夫が広がるよ

うにしている。このように、担当者が様々な企画のポスタ

ー・チラシ・ミニチラシを自ら作成し、広報を重視した多様

なチラシが来館者の手に取りやすい場所に置かれている。 

※多様な広報･ＰＲ活動を通して、趣味･レクリエーション･

学習活動の場、介護予防･健康づくりの活動の場、区民交流･

地域活動の場が一定水準で利活用され、いきいきプラザ事業

の意図する目的を達成している。 
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カテゴリー６ 人材の確保･育成 

 

実 施

状況 

評価項目６－１  

サービス実現に必要な人員体制が確保されている  

評 価 

 Ａ  

標 準 項 目 

〇 施設が必要とする人材を踏まえた採用を行っている 

〇 明確化された理念･基本方針・施設像を実現するため、施設の特性を踏まえた人事制度になっている 

〇 職員の意識を把握し、やる気と働き甲斐の向上に取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※運営に関して予算人員を設定しており、業務分担も大まか

に定めている。専門的分野の業務が行えるよう資格取得者の

基準も設けている。 

※提供サービス等に関して「こやまケア実践評価表」と「目

標管理シート（目標項目･難易度を設定）」による目標管理

制度や自己評価制度（年2回の上司面談による評価を含む）

等、各職員の目標と自己評価、職員の自主性や意向や要望を

重視した人事管理制度がある。 

※法人の方針において職員像を明示すると共に、いきいきプ

ラザの業務に適任であるか見定めて採用を行っている。 

※目標管理制度に基づく昇格・昇給の他、賞与については業

績連動型で各人の貢献度を評価し、年１回３月末に支給され

ている。 

※基本方針・施設目標に沿った目標を各自が立て、それにつ

いて評価している。 

※福利厚生の一環として、レジャー施設の割引企画が実施さ

れている。 

※専門的分野の業務が行えるように資格取得者の基準を設

けている。 

※各職員の就業状況等を把握し、面談等を用いて現状の把握

と改善を行っている。 

※館の特性に合わせた専門的力量を持った職員が利用者の

相談にコミュニケーション能力を発揮し、事業活動の｢ふれ

あいコミュニティの場、いきがいづくり学びの場、介護予防

健康づくりの場｣等、継続的な利用に繋がる支援を重視した

人材配置（様々な有資格者等）や人事管理に取り組んでいる。

いきいきプラザの特性･意図（集い・学び・育む）を踏まえ

た人事制度の仕組みが有効に機能するように取り組んでい

る。 

 

 

 

 

 

  



20 

 

 

 

実施

状況 

評価項目６－２  

職員の教育･研修等により、職員の質の向上に取り組んでいる 

評 価 

 Ｂ 

標 準 項 目 

〇 
施設の人材育成計画に基づき、職員一人ひとりの能力向上に関する希望を反映させた個人別育成(研修)計画

を策定している 

〇 施設の目標や課題を達成するため、職員全体で取り組む勉強会や検討会を実施している 

〇 手引書等を整備し、施設業務の標準化を図るための取り組みをしている 

〇 
利用者へのサービス向上を目指し、職員が工夫･改善したサービス事例などをもとに、基本事項や手順等の

改善に取り組んでいる 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※新卒以外の一般職員については、階層別・職種（部署）別

に用意された研修を実施している。研修は内部研修の他、区

や外部関係機関の研修等、様々な研修メニューが用意されて

いる。 

※提供サービス向上のために、区の「あったかマナーみなと」

と運営法人の「こやまケア」の２本立ての講習・研修を行っ

ている。 

※施設内の部署会議、全体会議の他、芝地区いきいきプラザ

３館の横断的な運営会議や、３館全職員が参加する年１回の

職員全体会議等、施設の目標や課題を達成するための勉強会

や検討の機会がある。 

※こやまグループとしても、年１回事例発表会（こやまケア

研究発表会）を東京で開催し、グループが運営する各事業所

の課題や目標達成の研究発表の場としている。 

※マニュアルおよび細かな作業手順書を作成し、全職員が確

認できる環境を整備している。またマニュアル、手順書を定

期的に見直し、改訂している。 

※職員の階層別・職種別・能力別の研修を実施すると共に、

ＯＪＴチェックシートを用いている。 

※職員の配置については、面談等で職員の意向を可能な限り

尊重している。 

※新卒、中途採用それぞれに合わせた定期的な研修を実施し

ている。また、先輩職員が新人職員を一定期間マンツーマン

で仕事に必要な技術･知識を教育する制度を用いている。 

※目標管理シートを使用し、職員が個別に目標を設定し、前

後に面談を行うことで、達成度を評価している。 

※個人別目標管理表･職能資格基準･スキル評価表・面接

評価･研修項目等をリンクさせた育成計画を策定するよ

うに取り組んでいる。 

※職員が、いきいきプラザにおける日常業務を行う際に

必要な基本事項、実施手順、留意点等を組織として定め、

文書や図表等により明確に示している。 

※対人援助を基本とする福祉サービスは、定型化が難し

い業務も多くあるが、サービスの基本となる事項や手順

を明確にし、一定の基準に基づいた安定したサービスが

提供されている。 
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カテゴリー７ 会計処理 

 

実 施

状況 

評価項目７－１  

適切に経費の執行がなされている 

評 価 

 Ａ 

標 準 項 目 

〇 経理の管理体制を築き、適切に経費の執行がなされている 

〇 経費の執行等の適切な経理書類を作成し、経理と出納の相互牽制の仕組みを設けている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※経理の管理体制を築き、適切に経理処理が行われている。 

※経費決裁は統括館長と館長が行うことになっている。ま

た、各施設に経理担当者を配置している。 

※経費関係の書類等は施錠ができる書庫で管理・保管してい

る。 

※物品発注は統括館長･館長の決裁を経て職員が発注し、受

付窓口で納品書に基づき検品し、経理が経理システムに入力

している。請求書は法人本部へ送付し、法人本部から納入業

者に支払っている。また、小口現金は経理が管理している。 

※経費の執行状況は、法人本部の確認・検証を受け、適切に

経理書類を作成し、運用・管理している。作成した経理書類

等は法人本部へ提出している。 

※指定管理者予算管理規程、法人の経理規程・経理会計シス

テム、金銭出納規程・現金出納帳・支払一覧表、教室等の予

算･実績管理表または予算・実績比較表、事業予算執行表に

基づいた会計処理が行われている。 

※予算の執行は法人本部の経理といきいきプラザの経理担

当者間で相互牽制する仕組みがあり、また法人の監査役によ

る社内業務監査（年に１回）が行われ、監査報告書も作成さ

れている。また改正された社会福祉法人会計に則った処理が

行われている。 
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カテゴリー８ 独自の取り組み 

 

実 施

状況 

評価項目８－１   

指定管理者が持つノウハウ･アイデアや専門性を活かした取り組みがある 

評 価 

 Ａ 

標 準 項 目 

〇 独自のノウハウ･アイデアや専門性を活かした取り組みがある 

〇 施設内外の先進事例等の情報を収集し、それらを参考にした新たな取り組みを行っている 

確認された実践内容 第三者評価機関による講評 

※職員が事業企画する中で、自らが講師となり事業開催する

機会を積極的にもつように取り組んでいる。 

※トレーニングを通じて世代間交流を目指す講座として、一

日の疲れを残さない健康習慣作りをテーマとする夜間新規

事業（アフター５ 特別レッスン）を実施した。週3回、曜

日によって内容が違うレッスンを行った。少人数だが男性や

30代の方の参加もあった。 

※昼食時の1階喫茶では、周辺の飲食店と比べると値段が安

いので、ランチに来たビジネスマンの空席待ちの列ができ、

混雑している。数量限定ランチはいつも完売である。また、

喫茶からのお知らせとしてのミニチラシ「マーブル通信」に

は、定期清掃等で営業時間の変更される日のお知らせ、今週

のメニューの紹介、おすすめのレシピ紹介が記載されてい

る。写真付きで見やすいレシピが紹介してあるので、このチ

ラシを集める人もいるようである。さらに、事業（協定自治

体グルメコラボ）で行っているイベント食の紹介がされてい

る。 

※新規事業として、運動系として「昭和歌謡でリズム体操」、

「フェイシャルヨガ」、文化系として「詩吟ステップアップ」

等の事業を開催している。 

※医療法人としての強みを活かし、看護師、理学療法士、管

理栄養士等を配置して職員の技能を活かした事業を開催し

ている。例えば、栄養士による相談会、理学療法士・運動指

導員による講話や運動等が新規事業として提案・実施されて

いる。 

※英語の映画を翻訳して学習する夜間新規事業（ヒッチコッ

ク映画で英会話）は、キャンセル待ちがある程の人気があっ

た。 

※寒い季節にシリーズ化した2つの新規事業として「腸活！

～おなかの中から健康に～」、「温活！～からだを内と外から

温めよう～」を開催した。これからも利用者のニーズに沿っ

た新規企画の提案を続けて欲しい。 

※夜間の事業として低負荷での筋力アップ・脂肪燃焼のトレ

ーニング（スロトレ！！）や土曜日の事業として、「栄養士

から学ぶ珈琲講座～美味しいドリップコーヒーの淹れ方～」

がある。特に人気のある事業、ノウハウ･アイデアや専門性

を活かした事業になっている。 
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■ 全体講評 

特に良い点 

１ 「認知症を知ろう」というテーマの新規事業（認知症虎スクール）では、月１回10回認知症の講話・認知症予防

の運動を行う事業を行い、合計 152 名の参加者があった。その事業の内、質疑応答を含んだオレンジカフェ（高

齢者福祉センター共催）を数回行っている。外部講師として、医師・看護師・理学療法士・社会福祉士・精神保

健福祉士・栄養士等の多職種専門職が参加し、それぞれ専門的多方面から講座を開催している。参加者は、始め

のうちは認知症という言葉に抵抗感があったようだが、最後の方では抵抗感が減り、学べたようである。これか

らも関係機関と連携して、認知症についての啓蒙活動として続けて欲しい取り組みである。 

２ 昼食時の 1 階喫茶では、ランチに来たビジネスマンの空席待ちの列ができる程混雑し、数量限定ランチはいつも

完売である。近隣の飲食店と比べると、値段や栄養バランスが考えられている食事であり、利用者に認知されて

いることが伺える。また、喫茶からのお知らせとしてのミニチラシ「マーブル通信」には、定期清掃等による営

業時間変更のお知らせ、今週のメニューの紹介、おすすめのレシピ紹介が記載され、自由に持ち帰る事ができる。

写真付きで見やすいレシピの紹介があるため、このチラシを集めている人もいるようである。さらに、芝地区合

同事業（協定自治体グルメコラボ）で行っているイベント食の紹介や、ミニチラシにある「栄養に対する不安や

疑問などお気軽にお尋ねください！」のコメント等は、利用者に届きやすい施設の専門性を示す自己ＰＲとして

効果的な取り組みである。 

３ 法人の経営戦略である「法人全体が一丸となって自施設だけでなく仲間の事業所とともに歩める組織『ＡＬＬ Ｍ

ＯＭＯＨＡ』」を念頭に置き、ビジョン(老いていくことが怖くならない未来)の実現に取り組んでいる。この戦

略のもとに芝地区いきいきプラザ３館が自プラザだけでなく仲間のプラザのことも気に掛けて、施設としての運

営目標・いきいきプラザ事業目標を設定し、それぞれの目標に対する戦術（手段･方法）を立てて、進捗状況や評

価結果を検証し、「お客様が幸せになれるいきいきプラザづくり」の実現に取り組んでいる。これら一連のプロ

セスは有効に機能し、ＰＤＣＡサイクルが確立されている。 

 

 

特に改善が望まれる点 

１ 目標管理シート（施設の重点目標達成のための個々の職員の目標）とキャリア開発シートとの関連付けが明示

されておらず、また目標管理制度の中で面談等を通して、職員配置や研修受講希望等を把握して階層別･職種別･

能力別研修を実施しているが、いきいきプラザの特性を踏まえ、職員育成･評価と処遇等を連動させた個人別育

成計画になっておらず改善を期待する。 

２ 以下余白 

 

 

３  
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利用者調査結果 

■調査概要 

・調査対象：港区立芝地区虎ノ門いきいきプラザの利用者 

・調査方法：無記名アンケート調査     回答者数  237名 

･回答者属性 

 年齢  

59歳以下 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 不明 

49 12 24 29 47 47 25 4 

 利用頻度 

ほぼ毎日 週３～５回 週１～２回 月１～２回 その他 不明 

5 58 134 34 3 3 

 

■ アンケート項目別結果 

アンケート項目 はい どちらとも 

いえない 

いいえ 非該当･ 

無記入 

１．教室や講座の種類は十分か 133 47 7 50 

２．参加している教室や講座に満足しているか 169 18 2 48 

３．講師や先生に満足しているか 168 18 1 50 

４．楽しみにしている教室や講座はあるか 146 27 4 60 

５．プラザでの活動は健康維持や交流に役立っているか 179 13 2 43 

６．施設においてプライバシーが守られているか 158 40 5 34 

７．職員の言葉遣いや態度は丁寧か 204 19 3 11 

８．職員は気持ちの良い挨拶で出迎えてくれるか 210 12 2 13 

９．職員は相談ごとに親切に応じてくれるか 179 22 1 35 

10．安心･安全に対する配慮は行き届いているか 197 19 2 19 

11．災害時の避難経路は分かりやすく示されているか 145 57 6 29 

12．設備や備品は利用しやすいか 178 32 1 26 

13．施設内の清掃は行き届いているか  215 13 0 9 

注 教室や講座以外で、入浴等で利用された場合は非該当でカウントしている。 

 

総合：港区立芝地区虎ノ門いきいきプラザを総合的にみて 

１ 大変満足 ２ 満 足 ３ どちらともいえない ４ 不 満 ５ 大変不満 

97 120 12 0 0 

注 利用者からの意見･要望等は集計して、いきいきプラザ施設に伝えてあります。 

 

■利用者調査全体コメント 

利用者調査項目の「7 職員の言葉遣いや態度は丁寧か」、「8 職員は気持ちの良い挨拶で出迎えてくれるか」、「13 施

設内の清掃は行き届いているか」は85％以上となっており、自由記述欄の意見でも好評を得ている。 

 

総合的満足度では大満足40.9％、満足50.6％になっている。総合的に判断して満足度は高い。 

 

 

 

 


